
＜外部委託業者＞ 

 ストレスチェック制度について 
 

 

 

 

 

 

 

      ＜各所属＞ 

      Web ページへのアクセス・回答   

 

 

   ストレス状況の評価・医師による面接指導の要否の判定    

 

 

       本人へ結果を通知（Web・紙面）   

 

   

                      

 

 

  本人から医師による面接指導の申し出   

 

                                                 

         医師による面接指導の実施      

  

 

 

 

 

 

 

 

        必要に応じ就業上の措置等の実施  

 

 

 

 

 

 集団分析  

所属ごとに集団分析を実施し、安全衛生責任

者（所属長）へ報告（３人未満の所属は除く）

します。 

分析結果は安全衛生委員会で協議され、職場

環境の改善のために活用されます。 

 

労働安全衛生法に基づき、年に１回ストレスチェック検査を実施します。ストレスチェック制度の

目的は、メンタルヘルス不調（うつなど）を未然に防止すること、集団分析結果に基づく職場環境の

改善です。ストレスチェックの受検は義務ではありませんが、目的を理解の上受検に努めてください。

受検しないこと、面接指導を申し出たことなどにより、不利益な取り扱いを受けることはありません。

また、ストレスチェックの結果が、本人の同意なしに安全衛生責任者（所属長）に提供されることは

ありません。 
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本人への結果通知

には、ストレスチェ

ックの結果の他、メ

ンタルヘルス不調

に関する相談窓口

等の情報を提示・同

封します 

裏面もご覧ください。 

高ストレス者と判

定・面接指導勧奨 

セルフケアのすすめ 

就業上の措置の要否・内容に

ついて医師から安全衛生責任

者（所属長）へ報告 

指導・助言 「うつ」などのメン

タルヘルス不調を

未然に防止します 

ストレスチェックや面接指導に従

事するものには法令に基づき守秘

義務が課せられています。 



                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本人から医師による面接指導の申し出  

 

 

     

 

 

 

 

 

 医師による面接指導の実施  

      

               

 

      指導・助言  

 

 

 必要に応じ就業上の措置を実施  

 

 

 産業医に報告  

 

 報告（福利課）      提供（人事部門）  

 （就業上の措置があった場合、総務課・学校人事課へ情報提供） 

・勤務の状況（労働時間、労働時間以外の要因）の確認 

・心理的な負担（ストレス）の状況の確認 

・その他の心身の状況（心身の健康状況、生活状況等）の確認 

面接指導を実施した医師は、指定の書式によ

る、結果報告を、安全衛生責任者（所属長）へ

報告します。 

安全衛生責任者（所属長）は必要に応じて事後

措置を行います。 

当日までに結果に同封の面接用チェックシートに記入し面接を受けます 

ストレスチェック制度に基づく医師による面接指導について 

ストレスチェックの結果、高ストレスと判定され、医師による面接指導が必要と判断された方が対

象となります。医師による面接指導を希望する場合は、Web 受検後すぐに確認できる結果を印刷した

場合と、紙面による結果を受け取った場合の両方において、３０日以内に、ストレスチェック結果通

知画面上、もしくは紙面による結果通知に同封された「面接指導申出書」により、「安全衛生責任者

（所属長）」に申し出てください。 

面接指導は所属内の「産業医面接（産業医）」または「福利課メンタルヘルス相談（嘱託精神科医

師）」により行います。 

面接指導を申し出ることにより、本人の不利益となるような取り扱いを受けることはありません。 

なお、医師による面接指導を申し出ることにより、ストレスチェックの結果を事業者に提供するこ

とに同意したものとみなします。 

＜申し出先＞ 安全衛生責任者（所属長） 

＜必要に応じ面接の調整＞  

県立学校：衛生管理者または衛生推進者 

総合教育センター：所属の衛生管理者     

事務局・教育機関：衛生管理者（福利課） 

＜面接指導実施医師＞  

◎所属内の産業医 

◎福利課嘱託精神科医師 

 （メンタルヘルス相談内） 

結果に同封の面接指導申出書に記入し所属長へ申し出ます 

（ストレスチェック結果の写しを添付） 

就業上の措置

に係る意見 

ご自身のために、早くストレスの軽減を図り、メンタルヘルス不調を未然に防ぎましょう。

裏面の「教職員カウンセリング」のご利用も検討してください。 

裏面 


